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救急救命士の数（平成２８年）

消防職員 　
救急隊 

(2 4 ,9 7 3人) 
4 6 %  

消防職員 　
救急隊以外 
(9 ,2 5 0人) 

1 7 %  

非消防職員 
消防以外 

(1 9 ,6 3 4人) 
3 7 %  

救急救命士総数
53,857人消防機関以外に属する

救急救命士

民間救急救命士

海上保安庁
自衛隊
警察
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救急救命士（JESA）の卒業後の進路
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全国救急救命士養成施設（JESA）から卒業する学生は年間1200名前後であるが、消防組織な
ど公的機関へ進むのは60％で、のこり40％の3-400名強は救急救命士として民間企業（警備

会社・病院・民間搬送機関などに就職している。今後増加する民間企業での救急救命士の質
的担保は重要であり、また病院内に勤務する救急救命士を効果的に活用することは医療有資
格者を活用するためにも重要である。

救急救命士教育施設協議会における卒業後の進路
（2018年3月卒業生1188人を対象とした調査：JESA提供）

消防

機関
53%

海上保安庁
0%

自衛隊
4%

警察
3%

病院
13%

高齢者施設
1%

警備会社
1%

進学
5%

その他
20%



平成27年度救急業務のあり方に関する検討会報告書（総務省消防庁）
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救急業務のあり方検討会で残された課題

• 消防機関以外の救急救命士に係る

メディカルコントロール体制の整備のあり方

• 事後検証体制の確保など救急救命士の質の確保

• 消防機関以外の救急救命士と消防機関の連携のあり方

• 地域MC協議会におけるプロトコルの共有、調整
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平成29年5月病院前救護統括体制認定機構の設立



病院前救護統括体制認定機構の設立と
民間認定救急救命士

理事会構成団体（理事会）

日本医師会
日本救急医学会
日本臨床救急医学会
日本災害医学会
全国救急救命士

教育施設協議会
日本救急看護学会
日本旅行学会
日本救護救急学会
日本病院前救急救命学会

オブザーバー

厚生労働省

総務省消防庁

警察庁

海上保安庁

防衛省 理 事 会

病院前救護統括体制認定機構の役割

1.民間認定救急救命士の再教育・認定

2.民間認定救急救命士雇用施設の認定

3.民間認定指導医師（MC）の認定

4.民間認定救急救命士事故時安全保障体制

関係構成団体から委員を1～2名選出。機構に必要な業務を行う。
救急振興財団

日本救急医療財団

救急救命士雇用 企業・団体

日本救急システム
株式会社

株式会社
ピースフル

一般財団法人
日本救護救急財団

特定非営利活動法人
日本ライフセービング協会 国士館大学

防災救急救助総合研究所

警備会社 S社
警備会社 A社

全国の救命士養成校

集客施設 O社 集客施設 U社

民間救急会社 A社
老人福祉施設 B ホテルチェーン C社 旅行会社 D社

イベント運営会社 E社

■消防に属さない救急救命士が地域不定で活動する組織、施設や機関は認定機構に登録し、病院前救護統括指示体制を構築する。

日本救急救命士協会
救急救命士連携ネットワーク

事 務 局 ・ 委 員 会
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民間認定救急救命士 認定対象者

救急救命士資格を有するもののうち

以下の①-⑤のいずれかの要件を見たすものとする。

①医療機関・教育機関などに所属する者
②本機構の施設認定を受けている企業に勤務する者
③第1項及び第2項以外の施設・会社・企業などに勤務す
る者

④第1項から第3項に該当せず認定を希望する者
⑤その他理事会において適当であると認められた者

消防機関・医療機関に所属する救急救命士も個人が希望すればそれを否定するものではない
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シミュレーション実習：16時間上限

救急救命士教育施設などの協力のもと救急
救命士として求められる傷病・病態への対応
の技術・判断力をシミュレーションで確認

生涯教育：

学会などでの救急救命士に関連する教
育講演、セミナー、論文、地域救急病院
やＭＣ協議会の講習会参加、標準教育
への参加、内部研修会などの参加して
生涯教育を受けている状況を評価す
る。

例）日本救急医学会セミナー
日本臨床救急医学会教育講演
JPTEC™（JPTEC協議会）
MCLS（日本集団災害医学会）
PEMEC（日本救急医療財団）など
救急救命士養成施設研修

（日本救護救急財団）

病院実習：48時間上限

日本医師会、日本救護救急医学会、日本臨
床救急医学会の協力を仰ぎ病院・クリニック・
介護保険施設・救護所などの施設での実習
（職域に応じて場所を選択して実施する）

①基礎教育：24時間以上/2年間

研修時間：計 64時間以上/2年間

機構の民間救急救命士認定をえるためには赤枠の最低128時間/2年の再教育を修了し
ていること（移行処置に場合には6時間以上）

③生涯教育：40時間/2年間②臨地実習（シミュレーションと病院実習）

民間救急救命士に対する生涯教育と
128時間認定内容

筆記試験の実施（合格） 試験の基準を設定

民間救急救命士の認定

救急救命士として最低限求めら
れる基礎知識を確認・評価する
A. 技術
1) バイタルサイン測定
2) 心肺蘇生法・AED
3) 異物除去
4) 体位管理
5) 搬送法
B. 知識
1) 人体の構造と機能
2) 各傷病の症状・徴候
3) 重症度・緊急度評価

救急車同乗実習など：48時間上限

傷病救急車・ドクターカー・病院救急車・民間
搬送救急車での実習（職域にて選択実施）

移行処置：上記の24時間を6時間に短
縮
１）消防機関を退職して3年以内
２）民間機関で5年以上の臨床経験

移行処置：

2年ごとの認定更新
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救急救命士の民間利活用に理解すべき「救急救命士法」
民間救急救命士を活用するためにも以下のような救急救命士法の共通理解が必要

■救急救命士法第2条1項
救急救命処置を実施する対象はあくまでもその症状が著しく悪化する恐れがあり、またその生命が危険な状態にある重度傷病者で、
当該重度傷病者の症状の著しい悪化の防止、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要な場合に限る。救急救命処置を行うに

あたっては、救急救命士の所属機関や搬送能力をもって限定するものではない。

■救急救命士法第2条2項、救急救命士法施行規則第22条
医師の指示を受けるために必要な通信設備の設置については、無線に限定することなく携帯電話など、確実な通信手段が確保できれば

可能である。また、救急用自動車の定義は救急救命処置を適正に行うための必要な構造・設備を有するものであり、必ずしも

緊急自動車の認可を受けた救急車を意味するものではない。

■救急救命士法第44条2項
救急救命士が法44条2項で示される処置可能な場所とは、患者発生地点から救急用自動車で医療機関に到着するまでを意味しており、

消防に属さない救急救命士であっても当該傷病者の発生から救急用自動車内または、病院、診療所へ
搬送し、到着して医師に引き継ぐまでの間に救急救命処置・特定行為を実施できる。

■救急救命士法第46条・47条

救急救命士は、救急救命処置を行ったときは遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載し記録を5年
間保管しなければならない。また個人情報保護法に基づき個人情報の保秘と救急救命処置録は適切に保存されなければならない。
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救急救命士法における消防に属さない救急救命士の活用範囲（例）

１．地域包括ケアシステムでの活用 ２．集客施設・イベント等での活用

３．役場救急での活用 4．救命センター等病院での活用

地域包括ケアシステムにおける転院搬送、施設間搬送等の院外
業務において、救急救命士が必要に応じて救急救命処置・特定
行為を行い病院へ搬送する。

集客施設やイベント等において、救急救命士は重症度・緊急度を判
断し、緊急性が認められる場合は救急車要請を行い、適切な救急
救命処置・特定行為を実施し消防に引き継ぐ。

消防非常備地域で役場職員が救急車での搬送を行っていた地域の
役場で、消防組織同様に通報による救急出動と救急救命処置・特定
行為の実施や県ドクターヘリ派遣要請。

医療機関に所属する救急救命士が、ドクターカー運行業務やドクヘ
リ運航調整、病院保有救急車運行業務に加え、出動時にそれに付
随する救急救命処置・特定行為の実施。
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• 地理的、財政的な理由により常備消防(消防本部)を設置していない自治体。
現在我が国に29町村存在している(平成29年4月現在)。

• 救急対応は、「役場救急」と呼ばれる一般行政職員等による搬送業務のみ、
もしくは「診療所救急」と呼ばれる診療所職員が対応する体制を執っている。

常備消防非設置自治体における救急救命業務の民間委託

常備消防非設置自治体

• 平成27年6月1日、宮崎県美郷町は日本初の救急救命業務※の民間委託を開始。

• 平成29年4月1日、徳島県勝浦町にて全国2例目の民間による救急救命業務を開
始。

• 各自治体が管理・運行をする救急車(緊急自動車)に同乗し、傷病者に対して必要
な救急救命処置を行いながら病院搬送を実施している。

※消防法に基づき消防組織が行う「救急業務」とは異なる。

日本救急システム株式会社の取り組み

• 「救急救命処置」は救急救命士法に基づき活動している。
• 自治体が管理・運行している救急車(緊急自動車)に同乗して活動を行っているため、救急救命士法

第四十四条第二項を順守している。

法的根拠

提供:日本救急システム株式会社
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救急現場 119番通報
【美郷町役場各支所】

役場職員2名
＋

救急救命士2名
４名で出場

救急車搬送

美郷町の病院前救急医療体制

ドクヘリ要請

o
r
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• 町独自にMC体制を構築している。宮崎県MC協議会には非加入。

1. 指示・助言体制
– 町内医療機関医師により包括的指示・直接的指示・助言を頂いている。

2. 事後検証
– 月に1度町内医療機関にて医師・看護師・救急救命士・役場職員が集まり、全出場事案の事後検証

を行っている。

3. 再教育
– 宮崎大学医学部附属病院救急救命センターにて毎年72時間前後の病院研修を実施している。

常備消防非設置自治体における救急救命業務の民間委託

宮崎県 美郷町におけるMC体制

• 徳島県MC協議会に加入。徳島県は県下単一MCのため他消防機関と同等の体制。

1. 指示・助言体制
• 町立病院医師により包括的指示を頂き、直接的指示・助言は搬送先医療機関医師より頂いてい

る。

2. 事後検証
• 徳島県MC協議会により規定された事後検証票(重症以上)を用いた事後検証を行っている。

3. 再教育
• 徳島県MC協議会により規定されたポイント制度に則り、徳島赤十字病院における病院研修を含め

た再教育体制を実施している。

徳島県 勝浦町におけるMC体制

提供:日本救急システム株式会社
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• 一般財団法人日本救護救急財団では、平成２５年より
東京都内にある民間商業施設（東京スカイツリー）の
救護室運営を行っている。

• 救護室内には常時２名～３名の救急救命士が従事して
おり、急病人が発生した際の対応や、患者対応時の関
係各所への引継ぎ・連絡、救護室内の備品や記録の管
理をすべて救急救命士が担っている。

• 救急救命士は要請内容により救護現場へ急行し、現場
のマネジメントを行う。

民間集客施設における救急救命士の活用

救急救命士の業務

• 現場では警備員と連携して救護活動を行うため、警備
員は警備活動に、救急救命士は救護活動に専念するこ
とできる。

• 救急救命士が救護対応を行うことにより、不要な救急
要請数を減じられる可能性がある。

救急救命士が従事することによる効果

13



• 業務に関わる救急救命士に対して、独自のメディカルコントロール体制を定めて
おり、救急救命士はその体制に則って活動を行っている。

• オンラインMC

– 財団でMD契約している救急医に電話による指示・助言要請

• オフラインMC

– 全活動に関する事後検証の実施

• 一次検証：救護室従事 救急救命士

• 二次検証：現場経験５年以上の救急救命士

• 三次検証：日本救護救急財団でMD契約している救急医

– 継続教育の実施

– 救護活動プロトコルの作成

– 症例検討会の実施

メディカルコントロール体制

民間集客施設における救急救命士の活用

• 基準に準じた活動

•オンラインMCの実施

•症例検討会の実施

•活動記録票の評価

•事後検証の実施

•活動環境の評価

•活動体制の構築

•活動基準の策定

•検証システムの構築

•MC体制の整備

•活動基準の改定

•検証システムの改善

•救護記録票の改定

•救急救命士の教育
ACTION PLAN

DOCHECK
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マラソン大会での救急救命士の活用

• 早期の蘇生処置開始の体制をとるため、３分以内に現場到着
できるように配置したモバイルAED隊を軸とした救護体制

• 自転車に乗り、AEDや応急処置を行う資器材を入れたリュッ
クを背負い巡回し、緊急事態には救急救命処置を行う。

• 救急救命士による迅速で質の高いCPRを実施することにより

国士舘大学がこれまでに関連したマラソン救護イベ
ントでは33/35(94.3%)の社会復帰率である。

15

モバイルAED隊の活動



イベント救護体制におけるMC体制の確立

• オンラインMC体制

• 認定民間MC医師による

指示・指導・相談

病院選定など
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救護活動に対するオフライン事後検証体制

• 対象：病院搬送（受診含む）症例の検証

17

検証 担当 内容

一次検証 各救護コーディネーター
（救急救命士）

記録票の記載内容の確認、
不備の修正

二次検証 救護統括救急救命士
※救急救命士資格取得後
10年以上

プロトコールの確認、
観察、判断、処置、搬送先
医療機関の妥当性

三次検証 メディカルディレクター
MC医師

医学的根拠
活動の妥当性

三次検証以降の対応すべき実施対象

１）プロトコールを逸脱した活動

２）インシデントケース

３）その他救護統括救急救命士が必要と認めた場合



事後検証用紙

18
18



日本医科大学多摩永山病院での救急救命士の活用

• ドクターアンビュランスの乗務員として従事
– 平日：17時00分〜翌朝9時00分、日・祝日：24時間体制

• ドクターアンビュランス
– 東京消防庁の指令室から出動要請（キーワード方式）

– 医師1名、看護師1名、救急救命士1名で出動

• 救急業務
– ドクターアンビュランスの運転

– 医師、看護師に対する現場での安全管理業務

– 救急救命処置の実施（同乗の医師にオンラインMC）

– 活動記録票の記載

• 事後検証
– 活動記録に対する１）指導的救急救命士の一次検証、２）医師の二次検証、

３）外部機関の医師も含めた三次検証

– ドライブレコーダーでの緊急走行運転技術のチェック

– 定期的な症例検討会、シミュレーション訓練の実施
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救急出動・患者搬送業務
地域消防・市民からの救急要請・転院搬送
による救急搬送業務並びに救急救命処置

ド クターカー・ド クターヘリ
病院救急車等

管理運用業務
ド クターカー等の診療補助

院外業務 院内業務
救急受け付け
＊電話受け入れ対応
＊コールトリアージ

＊ERにおけるトリアージの補助

病院救急救命士に考えられる病院内
業務

院内教育の補助

院内における医療系学生への教育
・実習担当教員として

院内での研修

院内は救急出動に対する「研修」として
ERでの診療補助

救急車の受け入れ準備
スタッフの調整・患者受け入れ

片づけなど

包括医療での患者搬送
在宅・高齢者施設からの転院搬送

業務並びに救急救命処置

院内で業として救急救命処置を行ってはいけない

院内事務協議

医療系クラークとして（別資格が必要）
様々なレジストリー記入（心停止・外傷診療）
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民間救急救命士の活用範囲

１．地域包括ケアシステムでの活
用

２．集客施設・イベント等での活用

３．役場救急での活用 4．救命センター等病院での活用

域包括ケアシステムにおける転院搬送、施設間搬送等の院外業務において、
救急救命士が必要に応じて救急救命処置・特定行為を行い病院へ搬送する。

集客施設やイベント等において、救急救命士は重症度・緊急度を判断し、緊急性が認められる
場合は救急車要請を行い、適切な救急救命処置・特定行為を実施し消防に引き継ぐ。

消防非常備地域で役場職員が救急車での搬送を行っていた地域の役場で、消防組織同様
に通報による救急出動と救急救命処置・特定行為の実施や県ドクターヘリ派遣要請。

医療機関に所属する救急救命士が、ドクターカー運行業務やドクヘリ運航調整、病院保有
救急車運行業務に加え、出動時にそれに付随する救急救命処置・特定行為の実施。

地域のシームレスなMC協議会との連携が重要
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病院前救護統括体制認定機構の考える地域ＭＣ協議会との連携の在
り方（案）

①統括医師のいる組織・企業・団体は、地域MCに届け出・
併せて機構に登録する。

②統括医師のいない組織・企業・団体・個人は病院前救護統括体
制認定機構に施設認定を受ける。
③各地域MCに活動に際して届け出と報告を行う。
④定期的に各県MCへ活動報告を行う。
⑤毎年全国MCに参加・情報共有する。

全国メディカルコントロール協議会連絡協議会

県メディカルコントロール協議会

地域メディカルコントロール協議会

〇
市
消
防
本
部

△
市
消
防
本
部

×
×

病
院

〇×

警
備
株
式
会
社

△
市
立
〇
〇
小
学
校

〇×

町
役
場

認証

1.民間救急救命士の再教育・認定

2.民間救急救命士活動施設・所属施設の認定

3.指導医師（MD）の認定

4．事故時の安全保障体制

メディカルディレクターの派遣
日本医師会・日本救急医学会・

日本臨床救急医学会

報告

参加・情報共有

紹介

救急専門
医派遣消防機関

医師の統括ある機関 医師の統括ない機関

届け出

登録

報告

統括医師の認定施設の登録

民間を含めた地域MC体制

現状の地域MC体制

報告報告

病院前救護統括体制認定機構
施設の認定

シームレス
な連携構築

登録
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病院救急医療体制の多様化に向けて

• すでに消防組織以外の分野において様々な分野に
おける救急救命士の活用がなされており、高齢化
社会を迎え、ますます新たな領域においても医療
資格を有する病院前のスペシャリストである救急
救命士の活用が期待されている。

• 社会に民間認定救急救命士が定着すると、「現在
消防機関を退職した救急救命士の“第二次の人生”
として活躍することが当たり前の時代がやってく
る」 。そのことで救急救命士の利活用拡大につな
がり、一層民間救急救命士が資格を生かした活動
をすることが可能であると考えられる。
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